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（⼀体型のイメージ）
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地域運営組織について

地域運営組織とは

 地域の暮らしを守るため、地域で暮らす⼈々が中⼼となって形成され、地域内の様々な関係主体が参加する
協議組織が定めた地域経営の指針に基づき、地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する組織。

 地域運営組織の組織形態としては、協議機能と実⾏機能を同⼀の組織が合わせ持つもの（⼀体型）や、
協議機能を持つ組織から実⾏機能を切り離して別組織を形成しつつ、相互に連携しているもの（分離型）
など、地域の実情に応じて様々なものがある。

（分離型のイメージ）

○○地域づくり協議会（＝地域運営組織）

協議

• 地域課題解決に向け
た取組を実践

⽣活部会

交通部会

福祉部会

実⾏

• 地域課題を共有
• 解決⽅法を検討

総会
⾃治会、PTA、婦⼈会、

社会福祉協議会等が参加

買物⽀援

外出⽀援

声かけ・⾒守り

地域運営組織

協議

• 地域課題解決に向け
た取組を実践

NPO法⼈

株式会社

協議会構成員、
任意団体

実⾏

• 地域課題を共有
• 解決⽅法を検討

○○地域づくり協議会
⾃治会、PTA、婦⼈会、

社会福祉協議会等が参加

買物⽀援

外出⽀援

声かけ・⾒守り



活動実態
令和３年度 総務省調査（市区町村︓1,706市区町村が回答／地域運営組織︓6,064団体が回答）

○組 織 数 ︓令和３年度の組織数は全国で6,064組織あり、令和２年度（5,783組織）から
281組織増加（4.9％増）し、平成28年度に⽐べて約２倍に増加。また、地域運
営組織が形成されている市区町村は814市区町村あり、令和２年度（802市区町
村）から12市区町村増加（1.5%増）。

地域運営組織の活動実態とKPI

○組織形態 ︓法⼈格を持たない任意団体が88.3％、NPO法⼈が4.2％、認可地縁団体が1.8％。

○活動内容 ︓祭り・運動会・⾳楽会などの運営（43.6％）が最も多く、⾼齢者交流サービス
（32.5％）、防災訓練・研修（30.6％）、広報紙の作成・発⾏（28.8％）などが続く。

○孤独・孤⽴対策
︓現在の活動が「住⺠の孤独・孤⽴対策になる」と考える団体は68.6％、「ならない」と考える団体は8.9％。

○活動拠点 ︓活動拠点を有する団体が88.8％、このうち約71％が公共施設を使⽤。

○収 ⼊ ︓収⼊源（第１位）として、市区町村からの補助⾦等が62.1％と最も多い。また、⽣活⽀援などの⾃主事業の実施等に
よる収⼊（会費、補助⾦、寄附⾦等以外の収⼊）の確保に取り組む地域運営組織の割合は53.3％。

○課 題 ︓⼈材の不⾜に関する課題が上位４項⽬を占めており、いずれも５割以上。地域住⺠の当事者意識の不⾜、団体の役
員・スタッフの⾼齢化、活動資⾦の不⾜などに関することを課題としている団体も⽐較的多い。

『第２期「まち・ひと・しごと創⽣総合戦略」』（令和元年12⽉20⽇閣議決定）重要業績評価指標（KPI）
 住⺠の活動組織（地域運営組織）の形成数︓7,000団体（2024年度）
 ⽣活⽀援などの⾃主事業の実施等による収⼊の確保に取り組む地域運営組織の割合︓60％（2024年度）
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（複数回答）

（単位︓組織）

（複数回答）



 各地⽅における地域運営組織を有する市区町村の割合

地域運営組織の設置状況

※令和３年度 総務省調査（市区町村対象︓1,706市区町村が回答）

47.7 52.2

0.1
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0.0
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0.5
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0.0
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0.0
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0.0

58.1 41.9

0.0
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0.0

ある ない 無回答
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308

226

106

86

271

都
道
府
県

全体

北海道

東北

関東

中部

近畿

中国

四国

九州・沖縄

（％）

 地域運営組織を有する市区町村（814団体）の
地⽅別分布

 地域運営組織を有する市区町村内における地域運営
組織の設置状況

北海道 4.8%

東北 11.9%

関東 16.3%

中部 18.7%近畿 16.1%

中国 9.7%

四国 6.1%

九州・沖縄
16.3%

市区町村の全域に
設置 33.7%

市区町村の２割未満
に設置 33.0%

市区町村の２割以上
８割未満に設置

21.3%

市区町村の８割以上
に設置 5.0%

わからない
6.6% 無回答 0.4%（n=814）（n=814）
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• 地域運営組織の設⽴⽬的は、「課題を住⺠が解決できるようにする」（77.5％）が最も多く、「⾃治会等の
活動を補完・活性化」（57.0％）、「地域住⺠の意⾒を集約し⾏政に反映」（27.5％）などが続く。

地域運営組織の設⽴⽬的

1.6%

8.0%

14.3%

17.2%

27.5%

57.0%

77.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

無回答

その他

住⺠⾃治を回復する必要があった

地域住⺠からの要望

地域住⺠の意⾒を集約し⾏政に反映

⾃治会等の活動を補完・活性化

課題を住⺠が解決できるようにする

（n=6,064）

※令和３年度 総務省調査（地域運営組織対象︓6,064団体が回答） 4



地域運営組織の主な活動

3.4%
3.9%
4.2%
4.3%
4.8%

5.8%
8.3%

9.7%
17.5%

19.8%
22.4%

28.8%
30.6%

32.5%
43.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

空き家や⾥⼭などの維持・管理
買い物⽀援

⼦どもの学習⽀援、学童
家事⽀援

コミュニティバスの運⾏、その他外出⽀援
名産品・特産品の加⼯・販売

地域の諸団体の事務や活動の補助
地域の調査・研究・学習

体験交流事業
公的施設の維持管理
声かけ、⾒守りサービス

広報紙の作成・発⾏
防災訓練・研修

⾼齢者交流サービス
祭り・運動会・⾳楽会などの運営

（n=6,064）

（上位の回答のみ表⽰。）

【複数回答】

• 地域運営組織の主な活動は、「祭り・運動会・⾳楽会などの運営」（43.6％）が最も多く、「⾼齢者交流
サービス」（32.5%）、「防災訓練・研修」（30.6%）などが続く。

※令和３年度 総務省調査（地域運営組織対象︓6,064団体が回答） 5



地域運営組織の⺟体

• 地域運営組織の⽴ち上げ経緯として「既存組織を⾒直し機能を追加」した団体は、「⾃治会・町内会の連
合組織を⺟体」とするものが多く、45.2％を占めている。

⾃治会・町内会の連合
組織を⺟体

45.2%

⾃治会・町内会を⺟体
23.5%

公⺠館活動を⺟体
17.2%

農林地保全組織等を⺟体
0.2%

わからない
1.0%

その他
11.8%

無回答
1.0%

（n=2,102）

※令和３年度 総務省調査（地域運営組織対象︓6,064団体が回答） 6



地域運営組織の活動範囲

• 地域運営組織の活動範囲は、「連合⾃治会・町内会」が34.7％で最も⾼い割合を占め、他はほぼ拮抗。
• 地域運営組織の活動範囲と学区の重なりについては、「⼩学校区と概ね⼀致する」が47.6％、次いで「⼩学

校区より狭い」が12.7％。

連合⾃治会・町内会
34.7%

昭和の合併前市町村
15.8%

単位⾃治会・町内会
10.4%

平成の合併前
市町村
9.5%

⼤字（集落を含む）
6.4%

集落
6.1%

その他
16.2%

無回答
1.0%

（n=6,064）

⼩学校区と概ね⼀致する
47.6%

⼩学校区より狭い
12.7%

旧⼩学校区と概ね
⼀致する
12.5%

中学校区と概ね⼀致する
10.1%

中学校区・⼩学校区
と概ね⼀致する

5.7%

旧中学校区と概ね⼀致する
1.4% その他

9.1%

無回答
0.9%

（n=6,064）

※令和３年度 総務省調査（地域運営組織対象︓6,064団体が回答） 7



地域運営組織の組織形態

0.4%

3.5%

0.0%

0.0%

0.1%

0.2%

0.4%

0.9%

1.8%

4.2%

6.5%

17.7%

64.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

無回答

その他

協同組合

公益社団法⼈

農事組合法⼈

株式会社

認定法⼈

⼀般社団法⼈

認可地縁団体

NPO法⼈

⾃治会・町内会

⾃治会・町内会の連合組織

任意団体

（n=6,064）

• 「任意団体」が64.1％を占める。「⾃治会・町内会の連合組織」（17.7％）・「⾃治会・町内会」
（6.5％）を合わせると、88.3％が法⼈格を持たない任意団体となっている。

※令和３年度 総務省調査（地域運営組織対象︓6,064団体が回答） 8



地域運営組織の収⼊源

3.1%

3.6%

0.0%

0.3%

1.0%

1.6%

1.9%

2.3%

3.8%

4.4%

6.6%

9.3%

62.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

無回答

その他

資産運⽤益

国・都道府県等からの受託事業収⼊

寄附⾦

国・都道府県等からの補助⾦等

利⽤者からの利⽤料

⺠間団体からの助成⾦

収益事業の収益

市区町村からの受託事業収⼊

構成員からの会費

公的施設の指定管理料

市区町村からの補助⾦等

（n=6,064）

• 地域運営組織が収⼊源の第１位として選択した項⽬は、「市区町村からの補助⾦等」（62.1％）が
最も⾼い割合を占めている。

※令和３年度 総務省調査（地域運営組織対象︓6,064団体が回答） 9



地域運営組織の持続的運営に向けた課題

1.8%
1.3%
2.3%
4.0%
4.3%

11.9%
13.8%
14.5%
14.7%
15.3%

23.7%
24.2%

37.0%
43.1%

45.8%
48.3%

52.6%
56.2%

59.3%
84.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

無回答
特にない

その他
活動に適した保険がない

農林地の保全が困難
事業の実施上でのプロセスや⼿法

活動に必要な物品の不⾜
デジタル技術の活⽤が困難

地域が進むべきプロセスや⼿法
活動拠点となる施設の不⾜

⾃治会等との関係、役割分担
会計や税務、労務等のノウハウの不⾜

地域住⺠の活動への理解不⾜
活動資⾦の不⾜

団体の役員・スタッフの⾼齢化
地域住⺠の当事者意識の不⾜
事務局運営を担う⼈材の不⾜

リーダーとなる⼈材の不⾜
次のリーダーとなる⼈材の不⾜

活動の担い⼿となる⼈材の不⾜

（n=6,064） 【複数回答】

• 「活動の担い⼿となる⼈材の不⾜」「次のリーダーとなる⼈材の不⾜」「リーダーとなる⼈材の不⾜」「事務的運
営を担う⼈材の不⾜」など、⼈材不⾜に関する課題が上位に並ぶ。

※令和３年度 総務省調査（地域運営組織対象︓6,064団体が回答） 10



地域運営組織の課題解決に向けて期待される⽀援

4.2%

5.9%

6.6%

10.7%

12.1%

13.3%

13.8%

13.9%

15.4%

16.6%

18.2%

19.8%

20.2%

20.4%

31.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

活動拠点となる施設の不⾜

活動に必要な物品の不⾜

⾃治会等との関係、役割分担

デジタル技術の活⽤が困難

団体の役員・スタッフの⾼齢化

活動資⾦の不⾜

地域住⺠の活動への理解不⾜

地域が進むべきプロセスや⼿法

事業の実施上でのプロセスや⼿法

地域住⺠の当事者意識の不⾜

事務局運営を担う⼈材の不⾜

次のリーダーとなる⼈材の不⾜

会計や税務、労務等のノウハウの不⾜

リーダーとなる⼈材の不⾜

活動の担い⼿となる⼈材の不⾜

（n=6,064） 【複数回答】

（上位の回答のみ表⽰。）

• ⾏政に対しては、「活動資⾦の不⾜」や「活動の担い⼿となる⼈材の不⾜」に対する⽀援を期待する団体が多い。
• 外部専⾨家に対しては、活動の担い⼿やリーダーとなる⼈材の不⾜のほかに、「会計や税務、労務等のノウハウ」

の不⾜に対する⽀援を期待する団体が多い。

 課題解決にあたり⾏政からの⽀援を期待するもの  課題解決にあたり外部専⾨家からの⽀援を期待するもの

11.0%

12.0%

13.2%

13.8%

14.7%

14.9%

18.7%

19.8%

21.6%

23.1%

24.5%

25.7%

30.5%

38.7%

45.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

事業の実施上でのプロセスや⼿法

デジタル技術の活⽤が困難

⾃治会等との関係、役割分担

活動に必要な物品の不⾜

地域が進むべきプロセスや⼿法

活動拠点となる施設の不⾜

会計や税務、労務等のノウハウの不⾜

団体の役員・スタッフの⾼齢化

地域住⺠の活動への理解不⾜

地域住⺠の当事者意識の不⾜

リーダーとなる⼈材の不⾜

次のリーダーとなる⼈材の不⾜

事務局運営を担う⼈材の不⾜

活動の担い⼿となる⼈材の不⾜

活動資⾦の不⾜

（n=6,064）

（上位の回答のみ表⽰。）

【複数回答】

※令和３年度 総務省調査（地域運営組織対象︓6,064団体が回答） 11



＜令和４年度＞ ※下線箇所を追加

１．住⺠共助による⾒守り・交流の場や居場所づくり等への⽀援【市町村】
地域運営組織の運営⽀援や住⺠共助による⾒守り・交流の場や居場所づくり等への⽀援に要する経費

（１） 地域運営組織の運営⽀援

① 運営⽀援（措置対象︓事務局⼈件費 等）…普通交付税
② 形成⽀援（措置対象︓ワークショップ開催に要する経費 等）…特別交付税

（２） 住⺠共助による⾒守り・交流の場や居場所づくり等への⽀援
（措置対象︓⾼齢者交流、声かけ・⾒守り、買物⽀援、弁当配達、登下校時の⾒守り、
交流事業（⼦育て、親⼦、多世代）、⼦ども⾷堂、学習⽀援、相談の場に要する経費 等） …普通交付税

※１は、R3年度「地域のくらしを⽀える住⺠共助の仕組みづくりの推進」から項⽬名変更を⾏うこととしている。
※(1)①及び(2)において、普通交付税算定額を上回る経費について、特別交付税による措置を講ずる。

２．地域運営組織の経営⼒強化⽀援【都道府県及び市町村】
⾃主事業の実施による収⼊の確保等地域運営組織の経営⼒強化に要する経費
（措置対象︓研修、設備導⼊、販路開拓に要する経費 等） …特別交付税

地⽅財政措置の概要

地域運営組織の設⽴・運営に関する地⽅交付税措置
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